
第１回 みらいの「県土」研究会 

 

 

日時 令和５年２月 27 日（月）15 時～17 時 

場所 静岡県庁別館８階第１会議室ＣＤ 

 

 

次 第 

 

１ 開会 

２ 議事 

（１）みらいの「県土」研究会の設置について 

 

（２）ふじのくに土プロジェクト第一弾について 

   ・ 建設発生土の処理に関する基本方針の策定 

   ・ ストックヤードの整備 

   ・ 土質改良土の利用拡大 

   ・ 建設発生土処理施設情報の公開 

 

（３）意見交換 ほか 

 

３ 閉会 

 

 

＜配布資料＞ 

  ・ 次第、出席者名簿、座席表、設置趣意書、設置要綱、別紙「意見書」 

  ・ 資料１ みらいの「県土」研究会の設置について 

・ 資料２ 建設発生土の処理に関する基本方針の策定   ふじのくに土 PJ  

・ 資料３ ストックヤードの整備            ふじのくに土 PJ  

・ 資料４ 土質改良土の利用拡大            ふじのくに土 PJ  

・ 資料５ 建設発生土処理施設情報の公開        ふじのくに土 PJ  

・ 参考資料 建設発生土の処理に関する基本方針（案）概要版 



日時︓令和５年２月27日（月）15時〜17時
場所︓静岡県庁別館８階第１会議室CD　　　 

機関名 所属名 役職 氏名 備考
【静岡県（交通基盤部）】
静岡県交通基盤部 建設経済局技術調査課 課長 戸栗　一泰 会長
静岡県交通基盤部 政策管理局建設政策課 イノベーション推進班長 藤島　政記
静岡県交通基盤部 道路局道路整備課 県市町道班長 蔦保　佳伸
静岡県交通基盤部 河川砂防局河川海岸整備課 河川整備班長 望月　一弘
静岡県交通基盤部 港湾局港湾整備課 課長代理兼港湾環境班長 佐野　昌彦
静岡県交通基盤部 都市局公園緑地課 公園緑地班長 川合　吉弘 欠席
静岡県交通基盤部 建築管理局建築企画課 企画第１班長 佐野　貴彦
静岡県交通基盤部 沼津土木事務所企画検査課 企画班長 松本　純弥
静岡県交通基盤部 静岡土木事務所企画検査課 企画班長 伊藤　彰浩
静岡県交通基盤部 浜松土木事務所企画検査課 企画班長 伊代田　尚志
静岡県交通基盤部 清水港管理局企画整備課 課長代理 深津　幸宏
【静岡県（交通基盤部以外）】
静岡県経済産業部 農地局農地整備課 農地整備班長 池野　文隆
静岡県経済産業部 森林・林業局森林整備課 路網整備班長 刑部　浩臣
静岡県くらし・環境部 環境局盛土対策課 主査 内藤　慎也
静岡県企業局 地域整備課 地域整備班長 富田　敬信
【国機関】
国土交通省中部地方整備局 静岡国道事務所 工事品質管理官 平岩　直樹 代理出席
【市町】
静岡市 建設局土木部技術政策課 参与兼課長 牧野　統夫 随行︓金丸
浜松市 財務部技術監理課 専門監 中嶋　一雅
三島市 都市基盤部都市整備課 課長 稲村　真也 随行︓望月
【建設関係団体】
(一社)静岡県建設業協会 環境・災害対策委員会 委員長（三島） 土屋　龍太郎
(一社)静岡県建設業協会 環境・災害対策委員会 副委員長（静岡） 出雲　大俊
(一社)静岡県測量設計業協会 会長 藤山　義修
(一社)静岡県地質調査業協会 会長 松浦　好樹 随行︓大橋
静岡県砕石業協同組合 副理事長 山本　雅也 随行︓名雪
静岡市建設発生土処理事業者協議会 副会長 梅原　義隆
【建設業者・建設発生土リサイクル業者】
河津建設(株) （賀茂地区） 取締役 河津　元
木村土木(株) （東部地区） 代表取締役 木村　信太郎
東海砿業(株) （中部地区） 代表取締役 勝池　光子
(株)中村建設 （西部地区） 営業グループ長 瀧本　昌司
【アドバイザー】
(学)静岡理工科大学 理工学部土木工学科 教授 中澤　博志 前の会議終了後参加
(一社)全国建設発生土リサイクル協会 専務理事 髙野　昇 欠席
(一財)先端建設技術センター 技術調査部 グループリーダー 松橋　宏明 欠席
【事務局】
静岡県交通基盤部 建設経済局技術調査課 課長代理 町井　靖 会長代理
静岡県交通基盤部 建設経済局技術調査課 技術調査班長 百瀬　大志 事務局長
静岡県交通基盤部 建設経済局技術調査課 主幹兼副班長 佐々木　毅
静岡県交通基盤部 建設経済局技術調査課 主査 山内　謙吾
静岡県交通基盤部 建設経済局技術調査課 主査 滝本　晋也
(一社)静岡県建設業協会 専務理事 杉保　聡正
(一社)静岡県建設業協会 参事 浅野　佐文

第１回　みらいの「県土」研究会　　出席者名簿



第１回　みらいの「県土」研究会　　座席表

　　　　モニター

出
入
口

日時︓令和５年２月27日（月）15時〜17時
場所︓静岡県庁別館８階第１会議室CD

県
技
術
調
査
課
長

県
技
術
調
査
課
長
代
理

県
技
術
調
査
課
主
幹

県
技
術
調
査
課
班
長

静岡理工科大学
　中澤教授

県公園緑地課

県建設政策課静岡市技術政策課

県港湾整備課

三島市都市整備課 県河川海岸整備課

浜松市技術監理課 県道路整備課

静岡県建設業協会

出
入
口

●

中
村
建
設
株
式
会
社

河
津
建
設
株
式
会
社

県
企
業
局

静
岡
国
道
事
務
所

県
森
林
整
備
課

県
盛
土
対
策
課

県建築企画課

●

●

●

県沼津土木事務所

県浜松土木事務所

県静岡土木事務所

説明席

東海砿業株式会社

木村土木株式会社

県清水港管理局

県農地整備課

●

●

●

静岡県地質調査業
協会

静岡県砕石業協同
組合

静岡市建設発生土
処理事業者協議会

静岡県測量設計業
協会

事
務
局

(

建
協

)

●

●

静岡県建設業協会

受付

記
者
席

●

●

記
者
席

●

●

傍
聴
席

傍
聴
席

傍
聴
席

●

●
随
　
行
　
席

●

●

●

●



み
ら
い

の
「

県
土
」

研
究

会
 
設
置

趣
意
書
 

 

令
和

３
年

７
月

に
発
生

し
た
熱

海
土
石

流
災
害

を
教
訓

に
し

て
、
危

険
な
盛

土
を

防
止

し
、

災
害
や

土
壌
汚

染
の

抑
止
に

つ
な
げ

る
目

的
で
「

盛
土
等

の
規

制
に
関

す

る
条

例
」

が
施
行

さ
れ
ま

し
た

。
こ
れ

に
よ
り

、
不

適
正
盛

土
の
摘

発
や

是
正
が

進

め
ら

れ
て

い
ま
す

が
、
建

設
発

生
土
の

処
理
が

県
民

か
ら
厳

し
く
注

目
さ

れ
、
社

会

問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
 

  
一

方
、

県
に
お

け
る
建

設
発

生
土
の

処
理
は

、
環

境
負
荷

の
軽
減

な
ど

循
環
型

社

会
の

構
築

を
目
指

し
、
建

設
副

産
物
の

再
利
用

の
促

進
の
観

点
か
ら

、
主

に
公
共

事

業
に

お
い

て
建
設

発
生
土

の
リ

サ
イ
ク

ル
に
取

り
組

ん
で
き

ま
し
た

が
、

発
生
量

の

多
さ

や
社

会
的
認

知
度
の

低
さ

も
あ
り

、
リ
サ

イ
ク

ル
率
は

伸
び
悩

ん
で

お
り
ま

す
。
 

ま
た

、
昨

今
の

盛
土
に

関
す
る

規
制
の

強
化
に

よ
り
、

民
間

事
業
者

の
残
土

処
分

場
運

営
か

ら
の
撤

退
や
受

入
単

価
の
上

昇
な
ど

を
生

じ
て
い

る
だ
け

で
は

な
く
、

施

設
設

置
に

際
し
て

地
元
の

理
解

が
得
ら

れ
な
い

な
ど

、
民
間

事
業
者

が
事

業
を
実

施

す
る
ハ
ー
ド
ル
が
高
ま

り
、
今
後
の
展
開
に
不
安
を
感
じ
て
い
ま

す
。
 

 

そ
も

そ
も

、
県

土
整
備

を
行
う

に
当
た

っ
て
は

、
建
設

発
生

土
は
必

ず
生
じ

、
現

場
内

で
利

用
で
き

な
い
土

は
他

の
土
地

に
移
動

し
、

利
活
用

、
最
終

処
分

を
行
う

必

要
が

あ
り

ま
す
。

こ
の
こ

と
は

正
に
、

建
設
発

生
土

の
処
理

と
県
土

の
発

展
は
一

体

不
可

分
と

言
わ
ざ

る
を
得

ず
、

建
設
発

生
土
の

適
正

処
理
を

喫
緊
の

課
題

と
し
て

、

県
内

建
設

関
係
者

が
一
丸

と
な

っ
て
取

り
組
ん

で
行

く
必
要

が
あ
り

ま
す

。
ま
た

、

建
設

発
生

土
の
処

理
に
関

し
て

不
安
を

感
じ
て

い
る

県
民
に

対
し
、

正
し

い
理
解

を

得
ら

れ
る

よ
う
、

取
組
に

関
す

る
適
切

な
情
報

発
信

を
行
っ

て
い
く

必
要

も
あ
り

ま

す
。
 

 

そ
の

た
め

、
「

建
設

発
生

土
の

適
正

処
理

な
く

し
て

、
健

全
な

県
土

の
発

展
な

し
」

の
考

え
方
の

も
と
、

県
内

の
建
設

業
全
体

で
持

続
可
能

な
建
設

発
生

土
の
処

理

を
実

現
す

る
こ
と

を
目
指

し
ま

す
。
私

た
ち
は

、
従

来
の
官

民
の
役

割
分

担
を
越

え

て
、

関
係

者
間
の

連
携
を

強
化

し
、
建

設
発
生

土
を

取
り
巻

く
諸
課

題
に

つ
い
て

共

有
す

る
と

と
も
に

、
官
民

関
係

者
が
手

を
携
え

て
、

県
民
の

納
得
性

が
高

い
建
設

発

生
土

の
適

正
処
理

を
進
め

、
健

全
な
県

土
の
発

展
を

目
指
す

「
ふ
じ

の
く

に
土
プ

ロ

ジ
ェ
ク
ト

※
1
」

を
推
進
し

て
い
く
た

め
、『

み
ら

い
の
「

県
土

※
2 」

研
究
会

』
を
設
置

し
ま
す
。
 

 

令
和

５
年
２
月

27
日
 
 
み
ら
い

の
「
県
土
」

研
究
会
 
設
置
発

起
人
一
同
 

 ※
1
 
建

設
発
生

土
処

理
に

関
す

る
官

民
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
 

※
2
 
み

ら
い

の
県

土
研

究
会

の
「

県
土

」
に

は
、

本
来

の
意

味
で

あ
る

県
土

と
、
「

県
で

発
生

す
る

土
」

の
二

つ

の
意

味
を

持
た

せ
て

い
ま

す
。

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

み
ら

い
の
「
県
土
」
研

究
会
 
設

置
要
綱
 
 

 （
目

的
）

 

第
１

条
 

静
岡

県
内

の
建

設
業

全
体

で
将

来
に

わ
た

っ
て

持
続

可
能

な
建

設
発

生
土

の
処

理
を

実

現
す

る
こ

と
を

目
指

し
、
関

係
者

間
の

連
携

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、
建

設
発

生
土

を
取

り
巻

く

諸
課

題
に

つ
い

て
議

論
し

、
官

民
が

連
携

し
て

「
ふ

じ
の

く
に

土
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
※
」

を
推

進
す

る
た

め
、

み
ら

い
の

「
県

土
」

研
究

会
（

以
下

「
研

究
会

」
と

い
う

。
）

を
設

置
す

る
。

 

※
 
建
設

発
生

土
処

理
に

関
す

る
官

民
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

 （
所

掌
事

項
）

 

第
２

条
 

研
究

会
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
調

査
研

究
等

を
行

う
。

 

（
１

）
建

設
発

生
土

の
発

生
抑

制
、

利
活

用
促

進
、

適
正

処
分

に
関

す
る

こ
と

 

（
２

）
建

設
発

生
土

情
報

の
共

有
に

関
す

る
こ

と
 

（
３

）
建

設
発

生
土

処
理

施
設

に
関

す
る

こ
と

 

（
４

）
建

設
発

生
土

の
利

用
基

準
、

土
質

改
良

土
等

の
品

質
基

準
に

関
す

る
こ

と
 

（
５

）
建

設
発

生
土

に
関

す
る

県
民

の
理

解
促

進
に

関
す

る
こ

と
 

（
６

）
そ

の
他

研
究

会
の

目
的

の
達

成
に

必
要

な
事

項
に

関
す

る
こ

と
 

 （
構

成
）

 

第
３

条
 

研
究

会
は

、
静

岡
県

、
県

内
国

機
関

、
県

内
市

町
、
静

岡
県

建
設

業
協

会
、
県

内
に

本
店

を
有

す
る

建
設

業
者

及
び

建
設

発
生

土
リ

サ
イ

ク
ル

業
者

、
静

岡
県

測
量

設
計

業
協

会
、
静

岡
県

地
質

調
査

業
協

会
、
静

岡
県

砕
石

業
協

同
組

合
等

、
県

内
の

建
設

工
事

に
関

係
す

る
団

体
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

 （
会

長
）

 

第
４

条
 

研
究

会
に

は
、

会
長

を
置

く
。

 

２
 

会
長

は
、

静
岡

県
交

通
基

盤
部

建
設

経
済

局
技

術
調

査
課

長
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

 （
招

集
）

 

第
５

条
 

研
究

会
は

、
会

長
が

招
集

す
る

。
 

２
 

会
長

は
、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、
構

成
員

以
外

の
者

を
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

研
究

会
へ

の
出

席
を

要
請

し
、

意
見

や
助

言
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 （
会

議
の

公
開

）
 

第
６

条
 

研
究

会
は

公
開

を
原

則
と

す
る

。
た

だ
し

、
会

長
が

必
要

と
認

め
る

時
は

会
議

の
全

部
又

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

は
一

部
を

非
公

開
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
事

務
局

）
 

第
７

条
 

研
究

会
の

事
務

を
処

理
す

る
た

め
、

事
務

局
を

設
置

す
る

。
 

２
 

事
務

局
は

、
静

岡
県

交
通

基
盤

部
建

設
経

済
局

技
術

調
査

課
及

び
静

岡
県

建
設

業
協

会
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

 （
そ

の
他

）
 

第
８

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
研

究
会

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
会

長
が

別

に
定

め
る

。
 

 

附
 

則
 

こ
の

要
綱

は
、

令
和

５
年

２
月

27
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 



 
【第１回 みらいの「県土」研究会】 

令和５年  月  日 

意 見 書 

機関名  氏名  

 

１ ふじのくに土プロジェクト第一弾について 

研究会で説明した以下の４つの対策について、ご意見を記載してください 

対 策 意 見 

建設発生土の処

理に関する基本

方針の策定 

 

 

 

 

 

ストックヤード

の整備 

 

 

 

 

 

土質改良土の利

用拡大 

 

 

 

 

 

建設発生土処理

施設情報の公開 

 

 

 

 

 

 

２ その他 

研究会全般や、建設発生土について日頃感じていることなどがありましたら記載し

てください。 

 

 

 

 

 

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、令和５年３月６日（月）までに、メール

でご提出をお願います。 提出先：gijyutsukanri@pref.shizuoka.lg.jp 

別紙 

mailto:gijyutsukanri@pref.shizuoka.lg.jp

